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「スプリンクラー設備の耐震措置に関する調査検討会(最終回)」概要 

事務局：消防科学総合センター 

 

今回の会議には「スプリンクラー設備等の耐震措置に関する調査検討報告書(案)」が提出

され、最終的な討議がされた。 

報告書の章立ては次の通り。 

第 1章 スプリンクラー設備等の耐震措置に関する調査検討の概要 

第 2章 地震時のスプリンクラー設備等の損傷状況に関する文献調査 

第 3章 スプリンクラー設備等の施工方法等に関する現地調査 

第 4章 スプリンクラー設備等の耐震措置に関する指針の案の作成 

第 5章 まとめ 

 

このうち、中心となるのは、技術的には、第 4 章の指針案であり、その考え方は、建築

基準法の耐震性能に準じて、中規模地震動（震度 5 程度）で、損傷せず、大規模地震（震

度 6 強、7 程度）でも損傷の低減を図るとし、具体的工法は、「建築設備耐震設計・施工指

針 2014年版」の耐震クラスＳを適用するとしている。 なお、今後この指針の解説資料を

作成する必要があるとしている。 

また、指針を担保するための施策としては、指針の位置づけが、単なる行政指導では指

導が難しいとされたほか、完成検査の際、施工の段階に応じた写真記録を、消防機関に提

出し、この活用を図ることとしている。 

 

本検討会は、昨年度消防庁が開催した、「南海トラフ・首都圏直下地震等に対応した消防

設備等のあり方検討会」で取り上げられた課題を受けて、開催されたものであり、消防庁

予防課も、3月末に開催される「予防行政のあり方検討会」でこの報告書の取り扱いについ

て、検討する予定である。 

以上 


